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避難農業者経営再開支援事業の募集について

福島県では、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により避難を余儀なくさ

れ、避難先や移住先で農業経営を再開する農業者の方を支援する「避難農業者経営

再開支援事業」を実施しています。

このたび、令和元年度の第４回目の募集を開始しますので、お知らせします。

                  記

１ 対象者 

  原子力災害発生時に原子力被災１２市町村に居住し、営農していた方。 

  ※１２市町村：田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、 

大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 

２ 事業の内容 

   原子力被災１２市町村外（県外を含む。）の移住先や避難先で、農業経営の再開

または規模拡大を行う場合、農業用機械、施設、家畜等の導入に必要となる経費を

助成します。詳しくは別紙チラシをご確認ください。 

  ※ただし、規模拡大の場合は、直近の事業年度の農産物の販売金額が、震災前の  

販売金額と比べ５０％以下であることが要件となります。 

３ 募集期間 

  令和元年１１月８日（金）から１２月６日（金）まで 

４ 申請先 

  避難元の市町村 

５ 過去の支援例 

  ・大熊町からいわき市に避難し、オリーブやキウイ栽培を行っている方 

  ・飯舘村から二本松市に避難し、トルコギキョウや水稲栽培を行っている方 等 

  その他県外に避難された農業者の支援も行い、平成 29 年の事業開始からこれま

でに 14 名の方への支援を行っています。 

６ 問い合わせ先 

  福島県 農林水産部 農業振興課 

  〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２－１６（西庁舎５階） 

  電話 ０２４－５２１－７３４４ 






